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高次脳機能障害施策におけるこれまでの取組み 

                                       



平成13年度～ 平成18年度～ 

○障害者自立支援法に基 
 づく地域生活支援事業とし 
 て、都道府県の行う専門 
 的な相談支援事業として、 
 「高次脳機能障害支援普 
 及事業」を開始した。 
 

高次脳機能障害支援に関する事業の経緯 

○国立障害者リハビリテーションセンター   
 と全国12地域＊において、高次脳機  
 能障害の原因、症状、訓練状況、地 
 域生活における支援等の状況を調査 
 した。 
○支援のための枠組作り、診断基準、 
 訓練プログラム、社会復帰・生活・介 
 護支援プログラムを作成した。 
○これらを活用し、機能回復訓練、社 
 会復帰・生活・介護支援について、 
 サービスを試行的に提供した。 
○全国に普及可能な支援体制・手法を 
 提示した。  
＊北海道・札幌市、宮城県、千葉県、埼玉県、神奈
川県、岐阜県、三重県、大阪府、岡山県、広島県、
福岡県・福岡市・北九州市、名古屋市） 
 

高次脳機能障害支援     
モデル事業 

平成25年度～ 

高次脳機能障害支援
普及事業 

高次脳機能障害及びその 
関連障害に対する支援普及事業 
○平成25年度より「高次脳機能障害及 
 びその関連障害に対する支援普及事 
 業」と名称を変更 

平成22年全都道府県
に支援拠点機関設置 

支援拠点機関 
全都道府県に103カ所設置（平

成28年4月時点） 



平成２9年度の運営方針 

                                     



○国立障害者リハビリテーションセンター実施分  １0 百万円（１0 百万円） 

ア．支援拠点機関（リハビリテーションセンター、大学病院、県立病院等）に相談支援 
  コーディネーター（社会福祉士、保健師、作業療法士等、高次脳機能障害者に対  
  する専門的相談支援を行うのに適切な者）を配置し、専門的な相談支援、関係機 
  関との連携、調整を行う。  
イ．自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、 
  また、地域における高次脳機能障害支援の普及を図る。 

高次脳機能障害及びその関連障害に対する 
支援普及事業（平成２9年度予算） 

○都道府県実施分  地域生活支援事業費４８８億円（４６４億円）の内数 

 都道府県職員や地方支援拠点機関の支援コーディネーターを対象とした全国会議の開催、研修事
業を含む普及啓発活動等を引き続き実施するとともに、平成２３年１０月より、同センター内に「高
次脳機能障害情報・支援センター」を設置し、高次脳機能障害者に関する様々な情報や最新の高
次脳機能障害者支援情報を集約し、高次脳機能障害者やその家族及び支援関係者等に役立つ
情報をホームページで発信する体制を整備する等、情報提供機能の強化を図る。 



【支援拠点機関数】 
  全国で１０１カ所（平成２９年４月１日時点） 
 
【取組内容】 
 ○相談支援コーディネーターを配置：全国で３５５名 
  内、社会福祉士８１名、保健師１５６名、作業療法士３３名、言語聴覚士１４名、 
  精神保健福祉士４９名、心理技術者２２名、相談支援専門員３４名、介護支援専門員１９名、 
  ケースワーカー９名、社会福祉主事１１名、医師１１名等 
 
 ○相談支援件数：全国で１００，４３８件 
 ○研修会・講習会：全国で３６３回、参加者数２１，９７２名 
 ○ケース会議：全国で４，１８５回、参加者数２５，７８２名 
 ○支援拠点等全国連絡協議会への協力 

～支援拠点機関について～ 

相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携、調整を行う。 
また、講演・シンポジウムの開催及びポスター、リーフレットの作成・配布をする等の普及啓発活動 
の他、自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、地域での高次脳 
機能障害支援体制の整備に取り組む。 

支援拠点機関の機能 

取組状況 



高次脳機能障害情報・支援センターは、高次脳機能障害に関し、各都道府県拠点機関との連携、各種支
援プログラムの検証と改正、取組を促す研修事業、普及啓発活動に加え、様々な情報を収集・整理・発信し、
また諸機関に対する相談を実施するなど、中央拠点として総合的な支援を行う機能を担う。 

～高次脳機能障害情報・支援センターについて～ 

センターの機能 

高次脳機能障害に対する総合的な支援を行い、 
高次脳機能障害支援拠点機関を含めた医療・福祉サービス等の向上を目指す 

国立障害者リハビリテーションセンターに設置 

・全国連絡協議会等を開催し各都道府県拠点と連携 
・各都道府県等で実践されている各種支援プログラムの成果を検証し、必要に応じてよりよい 
 ものに改正 
・拠点機関職員等に対し、支援技術習得等に関する研修を実施・シンポジウム等による普及啓発 
・国立障害者リハビリテーションセンターが高次脳機能障害に関する情報を集約し、支援体制の 
 情報を収集し、ホームページで発信 
・一般国民がわかりやすい障害の解説等をホームページで発信 
・医療従事者に対する高次脳機能障害への専門的な解説等をホームページで発信 
・支援拠点機関からの各種の相談の実施・情報の還元 

※ 高次脳機能障害情報・支援センターＨＰ  http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/index.html 

取組 



支援体制整備 
・関係機関、自治体職員に対する研修 
・関係機関への指導、助言 

・専門的なアセスメント、ケアプランの作成 
・ケアプランに基づくサービスの提供 

相談支援 

相談支援コーディネーター等による関係機関との連携 

委託 

・各種支援プログラムの検証と改正     
・研修事業、普及啓発活動 
・情報収集・発信機能のセンター機能 
・支援拠点機関への情報還元 

国立障害者リハビリテーションセンター 
 
 
 
 

高次脳機能障害施策 
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支援拠点機関 
支援センターからの情報や相談に対する助言をもとに 
①一般国民・医療従事者に対する高次脳機能障害の普及・啓発の充実 
②当事者・家族への相談支援の充実  
③研修体制の充実                        等を図る                                                 

サービス 
利用 

高次脳機能障害情報・支援センター 
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